
しがの国保マスコット

ホープちゃん

※住民税非課税世帯の方は基本的に１割負担となります。

滋賀県国民健康保険・後期高齢者医療一部負担金割合・被保険者証有効期限等一覧表
令和６年４月１日現在

わたしたちの健康を、
わたしたちで支え合う。

国民健康保険は、
みなさんの健康づくりを
応援しています。

公　　費　　負　　担　　者　　一　　覧　　表
法別番号 区　　　分 受給者証等名称 公費負担取扱窓口

10
感 染 症 法
（結核関係）

37条の２
（結核医療）

患 者 票 滋 賀 県 健 康 危 機 管 理 課
大津市にあっては、保健所保健予防課

11 37条
（結核入院医療）

12 生活保護法 医 療 扶 助 医  療  券 ・ 調  剤  券 滋 賀 県 健 康 福 祉 政 策 課
大 津 市 に あ っ て は、 生 活 福 祉 課

13 戦 傷 病 者
特別援護法

療 養 の 給 付 療 養 券
滋 賀 県 健 康 福 祉 政 策 課

14 更 生 医 療 更 生 医 療 券

15
障害者総合
支 援 法

更 生 医 療 自立支援医療受給者証
（更 生 医 療）

滋 賀 県 障 害 福 祉 課
大 津 市 に あ っ て は、 障 害 福 祉 課
その他の市町にあっては、更生医療取扱係

16 育 成 医 療 自立支援医療受給者証
（育 成 医 療）

滋 賀 県 健 康 し が 推 進 課
大 津 市 に あ っ て は、 障 害 福 祉 課
その他の市町にあっては、育成医療取扱係

17 児童福祉法 療 育 の 給 付 療 育 券 滋 賀 県 子 育 て 支 援 課
大津市にあっては、保健所健康推進課

18 原子爆弾被
爆者に対す
る 援 護 に
関する法律

認 定 疾 病 医 療
被 爆 者 健 康 手 帳 滋 賀 県 健 康 し が 推 進 課

19 一 般 疾 病 医 療

20
精神保健及
び精神障害
者 福 祉 に
関する法律

措 置 入 院 患 者 票 滋 賀 県 障 害 福 祉 課

21 障害者総合
支 援 法 精 神 通 院 医 療 自立支援医療受給者証

（精 神 通 院 医 療） 滋 賀 県 障 害 福 祉 課

22
麻 薬 及 び
向 精 神 薬
取 締 法

麻 薬 入 院 措 置 患 者 券 滋 賀 県 薬 務 課

23 母子保健法 養 育 医 療 養 育 医 療 券
滋 賀 県 子 育 て 支 援 課
大津市にあっては、保健所健康推進課
その他の市町にあっては、養育医療取扱係

法別番号 区　　　分 受給者証等名称 公費負担取扱窓口

24 障害者総合
支 援 法 療 養 介 護 医 療 療養介護医療受給者証

滋 賀 県 障 害 福 祉 課
大 津 市 に あ っ て は、 障 害 福 祉 課
その他の市町にあっては、療養介護医療取扱係

25 中 国 残 留 邦 人 等 支 援 法 本 人 確 認 証 滋 賀 県 健 康 福 祉 政 策 課
大 津 市 に あ っ て は、 生 活 福 祉 課

28 感 染 症 法
（結核以外）

一類感染症等の
入 院 患 者 票 滋 賀 県 健 康 危 機 管 理 課

大津市にあっては、保健所保健予防課
29 新感染症の入院

30
心神喪失等の状態で重大な
他害行為を行った者の医療
及 び 観 察 等 に 関 す る 法 律

― 各 地 方 厚 生 局

38
肝 炎 治 療 特 別 促 進 事 業 受 給 者 証

滋 賀 県 健 康 危 機 管 理 課肝 が ん ・ 重 度 肝 硬 変
治 療 研 究 促 進 事 業 参 加 者 証

51 特 定 疾 患 治 療 費 等 特定疾患医療受給者証 滋 賀 県 健 康 し が 推 進 課

52
児童福祉法

小 児 慢 性 特 定
疾 病 医 療

小 児 慢 性 特 定 疾 病
医 療 受 給 者 証

滋 賀 県 健 康 し が 推 進 課
大津市にあっては、保健所健康推進課

53 措 置 等 に 係 る
医 療 の 給 付 受 診 券 滋 賀 県 障 害 福 祉 課

滋 賀 県 子 ど も 家 庭 支 援 課

54 難 病 法 特 定 医 療 特 定 医 療 費 受 給 者 証 滋 賀 県 健 康 し が 推 進 課

62
特定Ｂ型肝炎ウイルス感染症
給 付 費 等 の 支 給 に 関 す る
特 別 措 置 法

受 給 者 証 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金

66
石綿による
健康被害の
救 済 に 関
す る 法 律

石 綿 健 康 被 害
救 済 制 度 石綿健康被害医療手帳 （独）環　境　再　生　保　全　機　構

79 児童福祉法
肢 体 不 自 由 児
通 所 医 療 及 び
障害児入所医療

受 給 者 証 滋 賀 県 障 害 福 祉 課
ただし、肢体不自由児通所医療は、各市町

国　　民　　健　　康　　保　　険
保険者番号 保険者名 電話番号 記号 番　　号

市

250019 大 津 市 077-528-2750 滋大 ７桁番号
250027 彦 根 市 0749-30-6112 滋彦 ９桁番号
250035 長 浜 市 0749-65-6512 滋長 ７桁番号
250043 近 江 八 幡 市 0748-36-5501 滋幡 ８桁番号
250050 東 近 江 市 0748-24-5631 滋東 ７桁番号
250068 草 津 市 077-561-2366 滋草 10桁番号
250076 守 山 市 077-582-1120 滋守 ５桁番号
250092 野 洲 市 077-587-6081 滋野 ９桁番号
250100 湖 南 市 0748-71-2324 滋湖 ６桁番号
250118 甲 賀 市 0748-69-2140 滋甲 ８桁番号
250126 高 島 市 0740-25-8137 滋た ８桁番号
250134 米 原 市 0749-53-5114 滋米 ８桁番号
250522 栗 東 市 077-551-1807 滋栗 ７桁番号

蒲 生 郡
250647 日 野 町 0748-52-6584 滋日 ７桁番号
250654 竜 王 町 0748-58-3702 滋竜 ８桁番号

愛 知 郡 250712 愛 荘 町 0749-42-7692 滋あ ７桁番号

犬 上 郡
250738 豊 郷 町 0749-35-8117 滋豊 ７桁番号
250746 甲 良 町 0749-38-5063 滋良 ８桁番号
250753 多 賀 町 0749-48-8114 滋多 ８桁番号

国保組合 253013 医 師 国 保 077-514-8670 滋医 ８桁番号

後　期　高　齢　者　医　療

保険者番号 市　町　名
39252010 大 津 市
39252028 彦 根 市
39252036 長 浜 市
39252044 近 江 八 幡 市
39252135 東 近 江 市
39252069 草 津 市
39252077 守 山 市
39252101 野 洲 市
39252119 湖 南 市
39252093 甲 賀 市
39252127 高 島 市
39252143 米 原 市
39252085 栗 東 市
39253836 日 野 町
39253844 竜 王 町
39254255 愛 荘 町
39254412 豊 郷 町
39254420 甲 良 町
39254438 多 賀 町

滋賀県後期高齢者医療広域連合　TEL（077）522-3013

一部負担金の割合

国
民
健
康
保
険

国 保
（医師国保を含む）

義務教育就学前 ２割

本 人 ・ 家 族 ３割

高齢受給者（70歳以上75歳未満） ２割または３割

退 職 者 医 療
義務教育就学前 ２割

被保険者（本人）・被扶養者（家族） ３割

後 期 高 齢 者 医 療

一般所得者等※ １割

一定以上の所得がある方 ２割

現役並み所得者 ３割

〒520－0043　大津市中央四丁目５番９号
滋賀県国民健康保険団体連合会
▪総 　 務 　 課　TEL 077（522）2651㈹　FAX 077（522）2628㈹
▪保険者支援課　TEL 077（522）2601　　FAX 077（527）0515
▪企画・保健課　TEL 077（522）2960　　FAX 077（522）5131
▪電 算 管 理 課　TEL 077（522）2602　　FAX 077（510）6606▪介 護 保 険 課　TEL 077（522）0065
ホームページアドレス　https://www.shigakokuho.or.jp/

▪審　査　課　TEL 077（522）4382㈹
・第　 1 　係　TEL 077（522）2066
・第　 2 　係　TEL 077（522）2265
・第　 3 　係　TEL 077（522）3717　　FAX 077（522）4392▪請求支払課　TEL 077（526）5371㈹
・業　務　係　TEL 077（526）5371
・過誤調整係　TEL 077（522）5611
・療 養 費 係　TEL 077（526）7139

滋
　
　
　
　
賀
　
　
　
　
県

区分

保険者名等
被保険者証╱被保険者証兼高齢受給者証 資格証明書

有効期限 色 色

大 津 市

〜

多 賀 町

令和６年７月31日

桃色
（カード）

※令和６年８月１日から令和７年７月31日まで
　紫色（カード）の予定

藤色

医 師 国 保

区分

保険者名等

被　保　険　者　証

有効期限 色
※令和６年８月１日から令和７年７月31日まで
　薄緑色（うぐいす色）
　（バタフライ式カード型）の予定後期高齢者医療 令和６年７月31日 薄橙色（びわ色）

（バタフライ式カード型）


